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研究成果の概要（和文）：各国憲法および国際人権法における救済法のあり方について、判例や実例における救
済の展開を広く調査するとともに、救済のあり方について、個別具体的な救済と、制度的な救済との理論的な区
別も踏まえた基礎的な知見について研究を進めた。具体的には、①救済の重要性と複線的構造、②個別的及び制
度的な救済に対する複線的アプローチ、③仮の救済、④人権を侵害する法律に対する救済手段、⑤人権救済のた
めの公法上の損害賠償の発展可能性、⑥刑事手続における救済、⑦社会的・経済的・文化的権利の救済、⑧先住
民の権利に関する救済等のテーマについて、検討を進めた。また、これらを踏まえわが国での憲法訴訟における
救済についても検討した。

研究成果の概要（英文）：　In addition to extensively investigating the development of remedies in 
judicial precedents and actual cases regarding the nature of remedies in the constitutions of each 
country and international human rights law, we also conducted research on basic knowledge of 
remedies based on the theoretical distinction between individual specific remedies and institutional
 remedies. Specifically, we examined the following topics: (1) the importance of remedies and the 
two-track structure, (2) two-track approaches to individual and institutional remedies, (3) interim 
remedies, (4) remedies for laws that violate  human rights, (5) the possibility of developing public
 law damages for human rights remedies, (6) remedies in the criminal process, (7) remedies for 
social, economic and cultural rights, and (8) remedies related to the rights of indigenous peoples. 
In addition, based on these findings, we also examined specific remedies in the constitutional 
lawsuits in Japan.

研究分野： 憲法学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　長らく低迷が指摘されてきたわが国の憲法訴訟についても、国際的・政治的環境の変化と、行政事件件訴訟法
の改正を含む司法制度改革の進展などわが国自身の司法制度の成熟をも背景として、一定程度の積極化が看取で
きるようになってきている。その中で、そのような裁判所の実体的な判断の変化を適切に実務上の処置へと展開
するとともに、さらに今後も適切な方向へとその変化推し進め、あらたな手法を展開していくために、救済につ
いての、幅広い知見を踏まえた柔軟な検討が求められている。本研究は、そのような潮流に貢献することを目指
して取り組まれたものであり、知見を広め、分析を進化させることに一定の貢献をなしたものと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 本研究は、「救済法」、すなわち、「原告が裁判所において然るべき訴訟手続に従い実体的権利
を確定した場合において、原告に与えられるべき救済手段（relief）の性質と範囲に関わる」法
について、英米法に属する諸外国の議論と救済法という法領域を有しない大陸法に属する諸外
国の議論との比較分析を基に(i)日本国憲法の下での体系的な理論の整理を目指すとともに、(ii)
個別領域における裁判所による具体的救済手法のあり方を検討しようとした。 
それは、研究開始当初の背景としては、「救済法」という法領域の設定が建設的な議論を生み

出しうると広く認識されているものの、体系的な理論は未だ確立されていない状況にあり、しか
し、特に憲法訴訟において救済方法が問題とされている近時の判例の動向を踏まえると、それら
の個別問題の背後にある理論体系を問わなければならないと考えられたからである。 
本研究は、「救済法」の視座を手がかりに、英米法と大陸法の間にあると評されるわが国の違

憲審査制のあるべき姿を問い直そうとしたものであった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、「救済法」（又は救済法的発想）について、憲法学の議論に焦点を当てて比較法研究

を行うことを目的とするものである。 
さらに具体的に言えば、まず、「救済法」理論の構築においては、立法を超えて裁判所に権限

を付与することにつながるため、裁判所に対する統制も考慮する必要があり、権力分立論が関係
する。そのため、そのような共通の理論的視座を備えた憲法学者が大陸法・英米法の垣根を越え
て議論することにより、「救済法」的な発想のあり方、ひいては司法権のあり方について相互理
解を深めることにつながる。 
また、このように憲法学における「救済法」理論が議論されることで、他の法学分野との 

対話のための理論的基礎を構築できる。 
このような独自性と創造性の発揮を、救済法の比較研究を通じて実現することが本研究の目

的である。 
 
３．研究の方法 
各国憲法および国際人権法における救済法のあり方について、判例や実例における救済の展

開を広く調査するとともに、救済のあり方について、個別具体的な救済と、制度的な救済との理
論的な区別も踏まえた基礎的な知見について研究を進めた。 
①救済の重要性と複線的構造、②個別的及び制度的な救済に対する複線的アプローチおよび

③仮の救済、④人権を侵害する法律に対する救済手段、⑤人権救済のための公法上の損害賠償の
発展可能性⑥刑事手続における救済、⑦社会的・経済的・文化的権利の救済、⑧先住民の権利に
関する救済をテーマとする研究会回開催し、議論を行った。広い範囲の比較法対象国を分析の対
象としてとりあげた。 
あわせて、各国での現地調査も実施した。 

 
４．研究成果 
在外日本国民最高裁判所裁判官国民審査訴訟上告審判決が、在外日本国民選挙権訴訟におけ

る地位確認の請求認容という救済方法を承認したことに続いて、不作為の違憲確認という救済
を認めるという画期的な判断を示したため、これについての分析を行った。 
立法行為についての国家賠償責任、地位確認請求における本案と本案前の判断の関係の整理

についても検討した。 
さらに、各国におけるのと同様にわが国でも問題となったコロナ禍における規制に伴う補償

の問題を学会報告で検討し、別途、社会的文化的諸権利の憲法上権利としての司法的保障につい
て国際学会で概観の英語でナショナルレポートとして提出するなど、救済の問題の研究を進め
た。 
あわせて、平等原則解釈論の再構成と展開について、体系的な研究を、書籍の形で公刊した。 

 大阪市ヘイトスピーチ訴訟とその解説を素材に、憲法判断の枠組みをめぐる議論について考
察したほか、経済的自由権をめぐる近時の判例を概観し、医療保護入院制度の合憲性について違
憲とした場合の救済も含めて検討した。 
感染症対策に関する憲法問題について、日本では損失補償・生活補償を中心に諸課題を、アメ

リカについては集会の自由、信教の自由について中心に判例を検討した。 
世界初の、英文での日本国憲法の逐条のコメンタリーについて、22 条、29 条、96 条について

分担し、社会的経済的文化的権利に関するわが国の憲法判例について英文で概観した。年金切り
下げについて判例評釈も公表した。 
カナダの救済法に関する文献収集、セミナー発表、及び複数の研究者との面会のため、ブリテ

ィッシュコロンビア大学を訪問した。セミナーでは、日本の社会権・環境権に関する議論を紹介
するとともに、Kent Roach 教授（トロント大）の救済法理論の日本法への示唆についてコメン
トをした。 
ドイツの庇護申請者給付法における特別需要等級の違憲性について判例研究を報告し、日本



での同性婚禁止違憲訴訟の評釈を公表した。 
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